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木曽川右岸用水土地改良区連合

　今年の桜の開花は例年より時期が遅れたようですが、今ではその桜も散り、本格的な春の訪れを感じる時期となりました。

　昨年１１月から休刊していました「農業用水情報」を、新年度（４月）から再び発刊させていただきます。そもそもこの年度

という考え方ですが、明治時代に日本に入ってきたと言われています。年度の始まりが４月という時期である理由としてよく言

われているのが、日本は農業国で江戸時代には米による税金（年貢）の納付であったものが、明治時代から現金で納める金納へ

と変わり、米の収穫を終えて、その米を売って現金に換えて納税することにより、政府がその現金を基にして予算編成を行うと

いう「会計年度」の考え方からきているようです。

　新しい年度に入り、本格的な農業シーズンが始まりますが、今年度も引き続き農業用水の安定供給に努めるとともに、農業用

水施設の管理情報、水源情報、取水実績などの身近な情報をお届けさせていただきますので、よろしくお願いします。

　　　　さて、昨年の岩屋ダムの状況は、９月の少雨の影

　　　響により一時的に貯水量が低下しましたが、その後

　　　の降雨で持ち直し、ほぼ満水状況を確保し続けるこ

　　　とができました。一方、農業用水取水量は、本年３

　　　月末時点で3,446万トン（取水率82.2％）で、前

　　　年度対比14. 8%の減となりました。これは、かん

　　　がい期に入ってからのまとまった降雨の影響や、流

　　　量計の測定誤差が解消されたためと考えられます。

　　　　今年度の水田取水期は 4月２１日から9月３０日

　　　までで、畑地かんがいは周年かんがいとなっていま

　　　す。受益者の皆様には、地区内水源（河川・溜池等）

　　　を最優先に使用していただき、右岸用水の有効活用

　　　に心がけていただきますようご理解、ご協力をお願

　　　いします。

　　（上段：施工前　下段：施工中又は施工後）

　連合で管理する農業用水施設において、下記のとおり緊急補修等の工事を行いました。

　　　

　　　　

　　              　　　　　　　              　　　　　　　 　

   　 　 　　　　　         　　　　　  

 

  各揚水機場は、4月10日から機器の点検を行い、下表日程により稼働（通水）を予定しています。なお、揚水機及びパイプ

ライン施設等に不具合が生じたときは、通水開始日を変更する場合がありますので、ご理解ご協力をお願いします。

揚水機場 長　谷 神　坂 山之上 森　山 上蜂屋 下蜂屋

通電・充水 4／15から 4／10から 4／10から 4／10から

通水開始 4／21から 4／21から 4／21から 4／21から

令和6年4月1日付で次のとおり人事異動がありましたのでお知らせします。 敬称略・（ ）は前任者

　◆ 水資源機構 木曽川用水総合管理所 美濃加茂管理所 所長　田 中　和 幸 （藤 田　宗 夫）

　

年間通水 年間通水

◆ 揚水機稼働のお知らせ ◆

◆ 人事異動のお知らせ ◆

令和５年度の農業用水取水量　３,４4６万トン（前年度対比 14.8％減）

◆ 令和５年度の主な施設補修工事 ◆

農業用水情報

中山分線（八百津町地内） 加茂野用水路（加茂野町地内） 羽生用水路（富加町地内） 羽生用水路（蜂屋町地内） 八百津西分線（八百津町内）

漏水補修（サドル取付け） 漏水補修（ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て） 漏水補修（ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て）漏水補修（PC管取替え） 漏水補修（ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て）


